
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護　など

・税務当局に提出する確定申告書、
   届出書、調書などに記載

・税務当局の内部事務

　　　　　　　　　　　　　 など

・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務

　　　　　　　　　　　　　 など

年金 労働

医療 福祉

社会保障
税 災害

対策

平成 28 年１月から、
社会保障、税、災害対策の行政手続きで
マイナンバーが必要になります。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにしか使えません。

※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務
　にマイナンバーを利用することができます。

マイナンバーは次のような場面で使います。

」

市区町村

勤務先

年金事務局

金融機関

毎年 6 月の児童手当の現況届の際に
市区町村にマイナンバーを提供します。

証券会社や保険会社等にマイナンバー
を提示し、法定調書等に記載します。

勤務先にマイナンバーを提示し、
　　源泉徴収票等に記載します。

年金の裁定請求の際に年金事務所
にマイナンバーを提供します。

顧客の個人番号を法定調書
等に記載して税務署などに
提出します。

従業員やその扶養家族の個人番
号を源泉徴収票等に記載して税
務署や市区町村に提出します。

国民の皆さまは行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。
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マイナンバー（社会保障・税番号制度）が始まります

平成 27 年 10 月から、
あなたにもマイナンバー（個人番号）が通知されます。
○　住民票を有する全ての方に１人１つの番号（１２桁）が通知されます。
○　マイナンバーは住民票の世帯ごとに簡易書留で届きます。
　　（市は、発送を「地方公共団体情報システム機構（J-LIS)」にお願いしています。）
　　【簡易書留の中身】
　　　□　マイナンバーの「通知カード」
　　　□　「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
　　　□　説明書

※１　現在のお住まいが住民票の住所と異なる方は、通知カードを確実に
　　　受け取ることができない可能性がありますのでご注意ください。
※２　マイナンバーは一生使うものですから、大切に保管してください。
※３　「広報おおたわら」10 月号においても追加情報をお知らせします。

愛称：マイナちゃん

マイナンバーは、
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公
平・公正な社会を実現する社会基盤です 。

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすく
なるため、負担を不当に免れることや給付を不正に
受けることを防止するとともに、本当に困っている
方にきめ細かな支援を行うことができます。

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照
合、転記、入力などに要している時間や労力が大
幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進
み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、
国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認した
り、行政機関から様々なサービスのお知らせ
を受け取ったりできます。



覚えておきたい４つのこと（スケジュール）

個 人 番 号 カ ー ド と は … ？

表面に
氏名 , 住所 , 生年月日、性別、顔写真
裏面に
マイナンバーなどが記載され、IC チッ
プが搭載されたプラスチックのカー
ドです。

個人番号カードは
・自分のマイナンバーを記載した書面を提出する場面
・さまざまな本人確認の場面
で利用することができるカードです。



個人番号カードは、
本人確認のための身分証明書として使える
ほか、さまざまなサービスに利用できます。

 ・通知カードに同封された申請書を郵送する、
またはオンラインで申請すると、個人番号
カードが交付されます。

 ・e-Tax 等の電子申請等が行える電子証明書も
標準搭載されます。

 ・平成 28 年１月から、住民票の写し、印鑑登
録証明書、所得証明、住民税決定証明がコン
ビニで取得できる予定です。

 ・住基カードをお持ちの方は有効期限まで使用
できますが、個人番号カードの交付を受ける
時は返却が必要です。

※カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電
子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。（個人情報は今までどおり、
市役所、年金事務所、税務署などが分散して管理します。）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

https://twitter.com/MyNumber_PR

をご覧ください。
　　　

ご不明な点は
マイナンバーの
コールセンター

0570-20-0
マイナンバー

178　
　　　　　　まで

●大田原市の問合せ窓口は、
政策推進課　ＴＥＬ（２３）８７０１
となります。

●１０月号の広報おおたわらでも
追加情報を掲載する予定ですので、
ご覧いただきますようお願いします。
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民 間 事 業 者 も 、 税 や 社 会 保 険 の 手 続 き で
　 　 　 　 マ イ ナ ン バ ー を 取 り 扱 い ま す 。

民間事業者国民

従業員や
その扶養家族

支払調書
（イメージ）

被保険者資格取得届

（イメージ）

金融機関の顧客
原稿の執筆者など

行政機関民間事業者

税務署

市区町村

年金事務所

健康保険組合

ハローワーク

個人番号の提供

源泉徴収票や

支払調書の作成

健康保険、厚生年金、

雇用保険の被保険者資

格取得届の作成

最新情報は
　　　マイナンバーのホームページ

マイナンバー公式 twitter

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

https://twitter.com/MyNumber_PR

をご覧ください。
　　　

ご不明な点は
マイナンバーの
コールセンター

0570-20-0
マイナンバー

178　
　　　　　　まで

●大田原市の問合せ窓口は、
政策推進課　ＴＥＬ（２３）８７０１
となります。

●１０月号の広報おおたわらでも
追加情報を掲載する予定ですので、
ご覧いただきますようお願いします。
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